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１．消防団の現状  

火災の発生に加え、大阪府北部を震源とする地震

や、平成 30年７月豪雨、平成 30年北海道胆振
い ぶ り

東部

地震など、全国各地で地震や風水害等の大規模災害

が発生した際に、多くの消防団員が出動してきた。

消防団員は、災害防ぎょや住民の避難支援、被災者

の救出・救助等の活動を行い、大きな成果を上げて

おり、地域住民からも高い期待が寄せられている。 

また、将来的に、南海トラフ地震や首都直下地震

等の大規模地震の発生が懸念されており、消防団を

中核とした地域の総合的な防災力の向上が求めら

れている。さらに、テロ災害等の発生時において、

消防団は避難住民の誘導等の役割を担うこととさ

れている。 

このように、地域における消防防災体制の中核的

存在として、地域住民の安心・安全の確保のために

消防団が果たす役割はますます大きくなっている。 

消防庁においては、平成 25年 12月に成立した「消

防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する

 

＊1 第２章第１節を参照 

法律」（平成 25年法律第 110号。以下「消防団等充

実強化法」という。）を受け、消防団への加入促進、

消防団員の処遇改善、消防団の装備・教育訓練の充

実等に取り組んでいる。 

（１）消防団員数の減少 

消防団員数は年々減少しており、平成 30 年４月

１日現在、前年に比べ 6,664人減少し、84万 3,667

人＊1となっている（特集 5-1図）。消防団は地域の消

防防災体制の中核であることから、消防庁では、消

防団等充実強化法等を踏まえ、今後さらに、消防団

員の確保に向けた取組を推進する必要がある。 

（２）被雇用者である消防団員の割合の増加 

被雇用者である消防団員の全消防団員に占める

割合は、平成 30年４月１日現在、前年に比べ 0.4ポ

イント増加し 73.6％となっており、高い水準で推移

している。（特集 5-1図）。 

（３）消防団員の平均年齢の上昇 

消防団員の平均年齢は、平成 30年４月１日現在、

５ 
消防団を中核とした地域防災力の充実強化 

特集 5-1図 消防団員数及び被雇用者である消防団員の割合の推移 

（備考）「消防防災・震災対策現況調査」により作成 
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前年に比べ 0.4歳上昇し、41.2歳となっており、毎

年少しずつではあるが、消防団員の平均年齢が上昇

している（特集 5-2図）。 

特集 5-2図 消防団員の年齢構成比率の推移 
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（備考） １ 「消防防災・震災対策現況調査」により作成
 

（備考）１ 「消防防災・震災対策現況調査」により作成 

    ２ 昭和 40年、昭和 50年は「60歳以上」の統計が存在しない。また、昭和 40年は平均年齢の統計が存在しない。 

（４）女性消防団員の増加 

近年、地域の安心・安全の確保に対する住民の関

心の高まり等を背景に消防団活動も多様化してい

る。災害での消火活動や後方支援活動等をはじめ、

住宅用火災警報器の設置促進、火災予防の普及啓発、

住民に対する防災教育・応急手当指導等、広範囲に

わたり、女性消防団員の活躍が期待されている。 

こうした状況の中で、女性消防団員の数は、平成

30年４月１日現在、前年に比べ 1,034人増加し、２

万 5,981人となっている。消防団員の総数が減少す

る中、女性消防団員の数は年々増加しており（特集

5-3図）、女性消防団員がいる消防団の割合は、同日

現在で、71.2％となっている。 

特集 5-3図 女性消防団員数の推移 

1,923 

3,363 

4,939 

6,796 

8,485 

10,176 

11,597 

13,148 

14,665 

16,699 

19,043 
20,109 

21,684 
22,747 

23,899 
24,947 

25,981 

0.2 
0.3 

0.5 

0.7 

0.9 

1.1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.9 

2.2 
2.3 

2.5 
2.6 

2.8 
2.9 

3.1 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成２ 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 30

女性消防団員数 割合

（人）
（％）

（年）

（備考）「消防防災・震災対策現況調査」により作成
 

（備考）「消防防災・震災対策現況調査」により作成 



 

33 

特
集

５ 

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化 

（５）学生消防団員の増加 

学生消防団員とは、大学生、大学院生又は専門学

校生等の消防団員を指す。平成 30 年４月１日現在

の学生消防団員の数は、前年に比べ 567 人増加し、

4,562 人となっている。消防団員の総数が減少する

中、学生消防団員の数は年々増加している（特集 5-

4図）。 

長期的に消防団員を確保していくためには若い

人材の確保が重要であり、大学生等の若者が消防団

活動に参加し、消防や地域防災に関心を持つことに

より、卒業後においても地域防災の担い手となるこ

とが期待されている。 

 

（６）機能別消防団員の増加 

機能別消防団員とは、一般的な消防団員とは異な

り、入団時に決めた特定の活動・役割を担う消防団

員である。例えば、一般的な消防団員のみでは人員

不足が生じるような大規模災害に限り、避難誘導や

避難所の運営支援等の活動のみを担う「大規模災害

団員」（２．（５）を参照）や、事業所の従業員が当

該事業所に勤務する時間に限り、消防団員として火

災や災害が発生した場合の後方支援活動に携わる

場合が挙げられる。 

平成 30年４月１日現在の機能別消防団員の数は、

前年に比べ 2,040人増加し、２万 1,044人となって

いる（特集 5-5図）。一般的な消防団員の数が減少す

る中、機能別消防団員の数は年々増加している。社

特集 5-5図 機能別消防団員数の推移 

特集 5-4図 学生消防団員数の推移 
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会環境の変化や災害の大規模化等を踏まえ、一般的

な消防団員を補完する点で、機能別消防団員制度を

地域の実情に応じ採用することが期待されている。 

（７）消防団の装備・教育訓練の充実等に関す

る必要性の高まり 

近年の大規模災害において、消防団員は、消火・

応急手当・救助活動はもとより、水門閉鎖や住民の

避難誘導・避難所の運営支援など、実に様々な活動

に取り組んでいる。このような中、とりわけ被災地

の消防団を中心に、被害の軽減及び消防団員の活動

等における安全対策の強化に資する装備の一層の

充実強化や、平素からの教育訓練の更なる充実を図

る必要性が高まっている。 

 

 

２．消防団の充実強化施策  

平成 25 年 12 月に成立した消防団等充実強化法

（特集 5-6図）や平成 27年 12月 22日に第 27次消

防審議会から出された「消防団を中核とした地域防

災力の充実強化の在り方に関する答申」を踏まえ、

消防庁では、消防団を中核とした地域防災力の充実

強化について取り組んでいる。 

（１）消防団への加入促進 

ア 事業者の協力 

被雇用者である消防団員の割合の増加に伴い、消

防団員を雇用する事業所の消防団活動への理解と

協力を得ることが不可欠となっている。そのため、

平成 18年度から、「消防団協力事業所表示制度」の

普及及び地方公共団体による事業所への支援策の

導入促進を図っている（特集 5-7図）。 

また、事業者が、特別の休暇制度を設けて勤務時

間中の消防団活動を可能としたり、従業員の入団を

積極的に推進したりすることなどは、地域防災力の

充実強化に資すると同時に、地域社会に貢献し、ひ

いては事業所の信頼性の向上にもつながるもので

ある。そこで、平成 27年に加え、平成 30年におい

ても、一般社団法人日本経済団体連合会等の経済団

体に対し、総務大臣から書簡を送付し、消防団活動

に対する事業者の理解と協力を呼び掛けるととも

に、当該団体の会員企業の従業員に対する消防団へ

の加入促進及び勤務の免除やボランティア休暇の

取得等、消防団活動に対する配慮を行うよう依頼し

た。総務大臣名での書簡を送付した後も、機会を捉

えて、様々な経済団体や企業に対し消防団への協力

を依頼している。 

日本郵便株式会社に対しては、平成 25年 12月 13

日及び 29年２月 22日に、消防団活動への参加促進

特集 5-6図 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律概要 
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を依頼するとともに、各地方公共団体に対しても、

平成 26年１月 24日、郵便局への働き掛けを依頼し

た。 

平成 27年９月８日には、「総務省消防庁消防団協

力事業所＊2」のうち、従業員が消防団に多数加入し

ている５つの事業所を対象として、総務大臣から感

謝状を授与し、あわせて、総務大臣と当該５つの事

業所及び５つの経済団体との意見交換会を実施し

た。 

また、消防団活動へ特に深い理解や協力を示すこ

とにより、地域防災力の向上に寄与している事業所

等及び消防団員確保に貢献している事業所等に対

し、平成 30 年３月７日、消防庁長官が表彰を行っ

た。 

 

イ 女性消防団員の活躍推進に向けた取組 

（ア）消防団への加入促進 

まず、平成 25 年 11月８日、26 年４月 25 日、27

 

＊2 消防庁長官が消防団活動に協力していると認め、総務省消防庁消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。 

年２月 13 日及び 30 年１月 19 日の４度にわたり、

総務大臣から全ての都道府県知事及び市町村長に

対し、書簡を送付し、女性の消防団への加入促進に

向けた積極的な取組について依頼した。 

また、平成 29 年 10 月 25 日、前年と比較して女

性消防団員数が相当数増加した８つの消防団に対

して、総務大臣から感謝状を授与した。 

さらに、女性消防団員を増加させるため、消防庁

では、平成 27年度から、子育て期の女性消防団員等

をサポートする取組など、地方公共団体が企業や大

学等と連携して実施する事業への支援やこれらの

取組の普及促進を図っている。 

あわせて、消防庁ホームページ内に女性の消防団

への加入促進を図るためのポータルサイト（特集 5-

8 図）を開設し、女性消防団員の活躍の様子や活動

事例等を掲載している。 

特集 5-7図 消防団協力事業所表示制度 

消防団協力事業所表示制度

事業所として消防団活動に協力することが、その地域に対する社会貢献及び社会責任として認められ、
当該事業所の信頼性の向上につながることにより、地域における防災体制が一層充実する仕組み。

〈都道府県 ２９都道府県〉

①減税 3県
・法人事業税等の減税
減税限度額 10万円（長野）、100万円（静岡）、100万円（一定の要件の場合200万円）（岐阜）

②金融 4県
・県制度融資信用保証料割引（宮城、福島）・中小企業振興資金における貸付利率の優遇（長野）

・中小企業制度融資（島根）

③入札 21都道県
・入札参加資格の加点 ・総合評価落札方式の加点 など
（北海道、青森、宮城、秋田、山形、栃木、東京、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、島根、広島、山口、

高知、福岡、長崎、熊本）

④その他 17府県
・消防団員雇用貢献企業報奨金制度（岐阜）

・表彰制度（秋田、新潟、富山、福井、山梨、長野、三重、兵庫、広島、山口、徳島、愛媛、福岡、佐賀、長崎）

・物品調達における優遇（京都）

・県ホームページでの事業所ホームページリンク無料掲載（山口）

①入札 221市町村
・入札参加資格の加点 ・総合評価落札方式の加点 など

②その他 115市町村
・消防団協力事業所報償金制度 ・広報誌広告掲載料の免除
・事業所名等を市HPや記者発表により公表 ・協力事業所割引制度
・防災行政無線戸別受信機の無償貸与 ・消火器の無償提供
・表彰制度

〈市町村 ３１８市町村〉

調査対象：１，７１９市町村（東京都特別区は一つの市町村として計上）

※市町村によって要件は異なるが、概ね次のとおり
・従業員が消防団に相当数入団していること
・従業員の消防団活動に積極的に配慮していること
・災害時に資機材等を消防団に提供するなど協力していること
・従業員による機能別分団等を設置していること 等

＜ 市町村消防団協力事業所 （次のいずれかに該当すること） ＞

市町村マーク（シルバーマーク） ⇒

・市町村消防団協力事業所の認定を受けていること
・消防団員が従業員の概ね１割以上いること（最低５人以上）
・消防団活動への配慮に関して内規等に定めていること 等

＜ 総務省消防庁消防団協力事業所 （次のすべてを満たすこと） ＞

消防庁マーク（ゴールドマーク） ⇒

※総務省消防庁消防団協力事業所数 ７７９事業所

（平成３０年４月１日現在）

消防団協力事業所表示制度導入市町村数・
市町村消防団協力事業所数の推移

自治体による支援策の実施状況

認定要件

5,300 

7,727 8,603 9,513 10,425 
11,446 12,899 

14,394 
15,500 

733 

868 
926 

978 
1,046 

1,154 

1,257 1,283 
1,314 
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交付事業所数 協力事業所表示制度導入市町村数

制度導入市町村数
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特集 5-8 図 消防団オフィシャルウェブサイト内

「女性消防団員コーナー」 

 

（イ）全国女性消防操法大会の開催 

平成 29年９月 30日、女性消防団員等の消防技術

の向上と士気の高揚を図るため、秋田県秋田市にお

いて「第 23回全国女性消防操法大会」を開催した。 

 
全国女性消防操法大会 

（ウ）全国女性消防団員活性化大会の開催 

女性消防団員の活動をより一層、活性化させるこ

とを目的として、「全国女性消防団員活性化大会」を

開催している。全国の女性消防団員が一堂に会し、

日頃の活動成果を紹介するとともに、意見交換を通

じて連携を深めている。 

平成 30年 11月９日、滋賀県大津市において第 24

回大会を開催した。 

 
全国女性消防団員活性化大会 

ウ 大学等の協力 

平成 25 年 12 月 19 日、文部科学省と連携し、大

学等に対し、消防団活動のための適切な修学上の配

慮等を依頼した。また、文部科学省と協力し、全国

国立大学学生指導担当副学長協議会に消防庁職員

を派遣するなど、機会を捉えて積極的な働き掛けを

行ってきた。 

あわせて、平成 28 年 11 月 28 日には、文部科学

省及び各国公私立大学長あてに、大学生の消防団へ

の加入促進等について通知を発出した。その通知に

おいて、課外活動等の一つとして消防団活動を推奨

するなど、学生の消防団活動への一層の理解促進や、

学生が消防団活動に参加しやすい環境づくりに配

慮するよう依頼した。 

加えて、消防団員入団促進キャンペーンの実施に

併せて、大学構内向け消防団員募集広告の掲示やポ

スターの配布等により、学生への理解促進を図った。 

エ 学生消防団活動認証制度 

消防団に所属する大学生、大学院生又は専門学校

生に対する就職活動支援の一環として、平成 26 年

11月から「学生消防団活動認証制度」の普及を図っ

ている。この制度は、真摯かつ継続的に消防団活動

に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会に多大な

貢献をした大学生等に対し、市町村がその実績を認

証するものである。 

平成 30 年４月１日現在、当該制度を導入してい

る市町村の数は 266となっており、引き続き導入に

向けた働き掛けを行っている（特集 5-9図）。 
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オ 機能別団員制度・機能別分団制度等の導入 

市町村が、全ての災害・訓練に出動する消防団員

を基本としつつ、地域の実情に応じて消防団の組

織・体制を整備することができるよう、市町村にお

いて次の制度の選択を可能とする方策を講じてい

る。なお、消防団員の条例上の採用要件として年齢・

居住地等を制限している場合は、当該条例を見直す

ことにより、幅広い層の人材が入団できる環境の整

備を図ることが必要である。 

（ア）機能別団員制度 

入団時に決めた特定の活動・役割に参加する制度

である。なお、機能別団員制度の１つである「大規

模災害団員」制度については、（５）に記載している。 

（イ）機能別分団制度 

特定の活動・役割を実施する分団・部を設置し、

所属する消防団員が当該活動を実施する制度であ

る。 

（ウ）休団制度 

消防団員が出張、育児等で長期間にわたり活動す

ることができない場合、消防団員の身分を保持した

まま一定の期間、消防団員としての活動の休止を消

防団長が承認する制度である。 

 

カ 国家公務員の加入促進 

消防団等充実強化法第 10 条において、公務員の

消防団員との兼職に関する特例規定が設けられた。

この規定により、国家公務員の消防団への加入を容

易にする環境整備がなされたことを踏まえ、平成 26

年６月 27 日、職員の消防団への加入を促進するよ

う、各府省に対し働き掛けを行った。 

キ 地方公共団体に対する働き掛け 

消防団等充実強化法の成立に伴い、平成 25 年 12

月 25日、各地方公共団体に対し、地方公務員が消防

団員となる意義、報酬の取扱い等を示した通知を発

出し、地方公務員の加入促進について働き掛けた。

さらに、平成 25 年 11 月８日、26 年４月 25日、27

年２月 13 日及び 30 年１月 19 日の４度にわたり、

総務大臣から全ての都道府県知事及び市町村長あ

てに書簡を送付し、地方公務員をはじめとした消防

団員確保に向けた一層の取組のほか、消防団員の処

遇改善等を依頼した。 

また、平成 29年７月 28日、各地方公共団体に対

し、学生、女性、被雇用者及び公務員の消防団への

加入促進について、それぞれの都道府県・市町村が

取り組むべきことについて明示した通知を発出し

特集 5-9図 学生消防団活動認証制度 

学生消防団活動認証制度（平成２６年１１月～）

真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、

大学院生又は専門学校生について、市町村がその実績を認証し、就職活動を支援することを目的とする。

市（町村）長

学生消防団員 消防団長

「学生消防団活動
認証決定通知書」
の交付

「学生消防団活動認
証状」及び
「学生消防団活動認
証証明書」の交付

制度の概要

○１年以上の活動実績
○在学中又は大学等を卒業して３年以内

認証対象者

企業 就職活動時に「学生消防団活動認証証明書」
を提出

（認証の可否について審査）

学生消防団活動認証状 学生消防団活動認証証明書

消防庁様式

【学生消防団活動認証制度の導入状況 （H30.4.1時点）】

約3.9倍

時点 導入済市町村数

H28.4.1 69

H29.4.1 189

H30.4.1 266
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た。さらに、首長が参加する会議に消防庁職員を派

遣するなど、機会を捉えて積極的な働き掛けを行っ

た。 

ク 先進事例の紹介 

消防団への加入促進に係る地方公共団体や消防

団における取組について情報収集を行い、消防庁

ホームページ等を通じて対外的な紹介を行ってい

る。 

ケ 総務大臣からの感謝状の授与 

平成 29 年 10 月 25 日、前年と比較して消防団員

数等が相当数増加した 28 の消防団等に対して、総

務大臣から感謝状を授与した。 

コ 加入促進のための先進的な取組の支援等 

女性や若者をはじめとした消防団員を更に増加

させるため、消防庁として、平成 27年度から、地方

公共団体が企業や大学等と連携して、女性や大学生

等の消防団への加入促進を図る取組を支援すると

ともに、女性消防団員のいない市町村に対しては、

入団に向けた積極的な取組を求めている。 

（２）消防団員の処遇の改善＊3 

ア 退職報償金の引上げ 

平成 26年４月１日、「消防団員等公務災害補償等

責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する

政令」（平成 26年政令第 56号）の施行に伴い、消防

団員に支給される退職報償金について、全階級で一

律５万円（最低支給額 20万円）の引上げを行った。 

イ 報酬及び出動手当の引上げ 

消防団員の年額報酬及び出動手当について、活動

内容に応じた適切な支給を各市町村に働き掛ける

とともに、特に支給額の低い市町村に対して引上げ

を要請してきている。 

（３）装備等の充実強化 

ア 装備の基準の改正 

平成 26 年２月７日、東日本大震災等の教訓を踏

まえ、「消防団の装備の基準」を改正し、ライフジャ

ケット等の安全確保のための装備や救助活動用資

 

＊3 第２章第２節を参照 

機材の充実を図るとともに、平成 26 年度に地方交

付税措置を大幅に拡充した。 

イ 救助資機材搭載型消防ポンプ自動車等の配備 

平成 29 年度補正予算等により、消防団及び消防

学校に対し、救助資機材を搭載した消防ポンプ自動

車等を配備し、訓練を支援している。 

ウ 情報収集活動用資機材及び小型動力ポンプの

整備 

平成 29年度当初予算及び平成 30年度当初予算に

より、消防学校に対し、災害現場の状況を速やかに

把握するための情報収集活動用資機材（オフロード

バイク、ドローン）や、女性・若者でも扱いやすい

小型動力ポンプを配備し、訓練を支援している。 

エ 消防団拠点施設及び地域防災拠点施設の整備 

各市町村が消防団拠点施設や地域防災拠点施設

において標準的に備えることが必要な施設・機能

（研修室、資機材の収納スペース、男女別の更衣室・

トイレ等）について、地方財政措置等を活用しなが

ら整備することを促進している。 

（４）教育・訓練の充実・標準化 

平成 26年３月 28日、消防団の現場のリーダーの

教育訓練の充実を図るため、「消防学校の教育訓練

の基準」を改正し、消防団員に対する幹部教育のう

ち、中級幹部科を指揮幹部科（現場指揮課程及び分

団指揮課程）として再編した。 

また、当該改正を踏まえ、火災防ぎょ、救助救命、

避難誘導等における的確な現場指揮、安全管理の知

識及び技術の向上や、自主防災組織等に対する指

導・育成を行うに当たり必要な消防団員への教育を

行うための教材を作成し、平成 26 年度から消防学

校に配布している。 

（５）消防団員の確保・充実に向けた更なる取組 

～「消防団員の確保方策等に関する検討会」の開催～ 

多様化・増加する消防団の役割に対応するために

は消防団員の確保等が必要となることから、消防庁

では、平成 29年 10月に「消防団員の確保方策等に

関する検討会」を開催した。４回にわたり、「大規模
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災害団員＊4」の導入促進をはじめとする消防団の役

割の多様化への対応、多様な人材の活用に向けた工

夫、消防団員の活動環境の整備等について検討し、

同検討会における報告書を取りまとめた（特集 5-10

図）。5 

当該報告書の内容等を踏まえ、消防団員の確保・

充実に向け、「大規模災害団員」制度の浸透等の取組

を促進している。平成 30年１月 19日には、総務大

臣から全ての都道府県知事及び市町村長あてに書

簡を送付するとともに各地方公共団体に対し、「大

規模災害団員」の積極的な導入など、消防団員の確

保等に向けた重点取組事項について通知を発出し

た。当該通知において、「大規模災害団員」の活動の

具体例として、大規模災害時に新たに発生する避難

誘導・安否確認や避難所運営支援等の活動、事業所

 

＊4 機能別団員の一種であり、大規模災害時に限定して出動し基本団員（＊5を参照）だけでは対応できない活動や事業所等で所有する資機

材を用いた活動を行う消防団員をいう。 

＊5 災害の防除、被害軽減等に向けた活動のすべてを遂行する消防団員をいう。 

等で所有する重機等の資機材を、当該事業所等の従

業員等が活用して行う道路啓開活動などを示して

いる。 

（６）その他消防団の充実強化施策 

ア 全国消防団員意見発表会の実施等 

平成 30 年３月７日、地域における活動を推進す

るとともに、消防団員の士気の高揚を図るため、全

国各地で活躍する消防団員による意見発表会を開

催した。 

また、地域に密着した模範となる活動を行ってい

る消防団や、消防団員の確保について特に力を入れ

ている消防団、大規模災害時等において顕著な活動

を行った消防団に対する表彰を行い、その取組内容

を取りまとめ、全国に発信している。 

特集 5-10図 「消防団員の確保方策等に関する検討会」報告書のポイント1 

（１）今後の消防団員確保と地域防災体制のあり方

 大規模災害の発生が懸念される中、消防団員の確保と質の向上を通じ、消防団の災害対応能力を向上させる必要

 消防団のみならず自主防災組織等との適切な役割分担と連携のもと、地域防災力を充実強化し大規模災害時の役割に対応することが不可欠

（２）基本団員確保を中心とした消防団員確保

 「基本団員 」の確保が引き続き重要であり、役割を果たすために必要な知識・技術を身につける訓練の実施が必要

 多様な人材に消防団に入団してもらうため、消防団の知名度・イメージアップのための取組や働き掛けが重要

（３）大規模災害時のマンパワー確保に係る課題への対応

① 「大規模災害団員」の導入

大規模災害時に限定して出動し、基本団員だけでは対応できない役割を担う「大規模災害団員」の枠組み例を示し、各地方公共団体での

導入を促進

② 自主防災組織等の対応能力の向上、消防団との役割分担・連携強化が不可欠。特に自主防災組織等のリーダー育成等を進めるべき。

③ 大規模災害時、管内の消防力だけでは対応不可能な場合には、消防団の応援出動も考えられる。

１．消防団の役割の多様化への対応

 女性、地方公務員、消防職員ＯＢ・消防団員ＯＢ、学生等の多様な人材の消防団への参加を促すことが必要
特に大学等と連携した学生の入団促進・先進事例の横展開や、少年消防クラブ員ＯＢの入団促進のため、少年消防クラブの運営等で消防署・消防団が

普段から積極的に連携することや高校生までクラブ員を継続すること等が必要

 消防団員が所属する事業所の理解促進、消防団協力事業所表示制度の導入促進、協力事業所に対するメリット等の横展開等が必要

 事業所の資機材等の活用や消防団員のなり手確保のための協力について、事業所・経済団体への要請、協定締結等が有効

２．多様な人材の活用に向けた工夫

 転居による退団者について、転出先でも消防団活動を容易に継続できるようにする仕組みづくり（消防団員歴を示す紹介状の発行等）が有効

 活動実態に見合う適切な年額報酬や出動手当の支給、消防団の装備の集中的・計画的な改善について、引き続き取り組む必要

３．消防団員の活動環境の整備

＊5
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イ 消防団員入団促進キャンペーンの全国展開 

消防団員の退団が毎年３月末から４月にかけて

多く、退団に伴う消防団員の確保の必要性があるこ

とを踏まえ、毎年１月から３月までを「消防団員入

団促進キャンペーン」期間として、入団促進に向け

た全国的な広報等を重点的に行っている。具体的に

は、消防団員募集ポスター（特集 5-11図）やリーフ

レット（特集 5-12図）の作成・配布、就職情報誌や

WEB メディアに記事広告を掲載するなど、広報の全

国的な展開を図っている。 

特集 5-11図 消防団員募集ポスター 

 

特集 5-12図 消防団員募集リーフレット 

 

ウ 消防団活動の PR 

消防庁における最新施策や最新情報のほか、各消

防団における取組事例等を掲載し（特集 5-13 図）、

消防団活動や加入促進の PRに努めている。 

（URL：http://www.fdma.go.jp/syobodan/） 

特集 5-13図 消防団オフィシャルウェブサイト 

 

エ 消防団等充実強化アドバイザーの派遣 

平成 19 年４月から、消防団の充実強化等に関す

る豊富な知識や経験を有する消防職団員等を、「消

防団等充実強化アドバイザー」として地方公共団体

等に派遣し、消防団への加入促進、消防団の充実強

化等のための具体的な助言や情報提供を行ってい

る。 

平成 30年４月１日現在、25人のアドバイザー（う

ち女性８人）が全国で活躍している。 

オ 全国消防操法大会の開催 

平成 30 年 10 月 19 日、消防団員の消防技術の向

上と士気の高揚を図るため、富山県富山市において

「第 26回全国消防操法大会」を開催した。 

カ 地域防災力充実強化大会の開催 

消防団等充実強化法の成立等を踏まえ、地域防災

力の充実強化を図るため、平成 30 年 11 月 13 日に

徳島県で「地域防災力充実強化大会」を開催した。 

今後とも、地域防災力の充実強化に向けた地域で
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の気運の醸成を図っていく。 

キ 準中型自動車免許の新設に伴う対応 

道路交通法（昭和 35年法律第 105号）の改正によ

り、平成 29年３月 12日から、新たな自動車の種類

として、車両総重量 3.5トン以上 7.5トン未満の範

囲を準中型自動車とし、これに対応する免許として

準中型自動車免許（以下「準中型免許」という。）が

新設されるとともに、同日以後に取得した普通自動

車免許で運転できる自動車の車両総重量は 3.5トン

未満とされた。これに伴い、車両総重量 3.5トン以

上の消防自動車を所有している消防団において、将

来的に当該自動車を運転する消防団員の確保が課

題となる。 

そこで、消防庁では、平成 30年１月 25日、各地

方公共団体に対し、消防団で所有する消防自動車に

係る準中型免許の新設に伴う対応について通知を

発出した。具体的には、消防団員の準中型免許の取

得に係る公費負担制度の創設と、改正道路交通法施

行後の普通自動車免許で運転できる消防自動車の

活用を依頼した。また、消防庁としても、平成 30年

度から、当該公費負担制度を設けた地方公共団体に

対し特別交付税による地方財政措置を講じている。

今後とも、消防団員の円滑な準中型免許の取得に向

けた取組等を進めていく。 

 

 

３．最近の消防団の活躍  

（１）大阪府北部を震源とする地震 

平成 30年６月 18日、大阪府北部を震源とする地

震が発生し、大阪市北区、高槻市、枚方市、茨木市

及び箕面市で最大震度６弱、京都市、亀岡市など 18

の市区町で震度５強を観測した。 

被災地において、消防団は、地震発生直後から、

地域の安心・安全を守るため、消火活動や巡回活動、

地震で倒壊したブロック塀等の撤去作業、道路啓開

等を実施した。 

（２）平成 30年７月豪雨 

平成 30年６月 28日以降、前線や台風第７号の影

響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供

給され続け、西日本を中心に全国的に広い範囲で長

期間にわたる記録的な大雨となった。 

西日本の多くの市町村において、消防団は、大雨

に備え、住民に対し、早期の避難を呼び掛けるとと

もに、家屋等の浸水を防止するための土のう積み等

を実施した。 

また、被災地では、消防団が発災当初から、住民

の救助活動や避難誘導、行方不明者の捜索等を行っ

たほか、土砂等の撤去作業や地域の巡回活動、土砂

災害のおそれがある危険箇所の警戒活動等を長期

間にわたり実施した。 

そのような中、呉市においては、活動中の消防団

員１人が土石流に巻き込まれて犠牲となった。 

 
行方不明者の捜索活動（広島市消防局提供） 

（３）平成 30年北海道胆振
い ぶ り

東部地震 

平成 30 年９月６日、北海道胆振
い ぶ り

地方中東部を震

源とする地震が発生し、厚真町で最大震度７、安平

町及びむかわ町で震度６強、札幌市東区、千歳市、

日高町及び平取町で震度６弱を観測した。 

被災地において、消防団は、地震発生直後から、

地域の安心・安全を守るため、救助活動や行方不明

者の捜索活動にあたるとともに、巡回活動や土砂災

害のおそれがある危険箇所の警戒活動、避難所運営

の支援等を実施した。 
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